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は
じ
め
に

鎌
倉
中
期
以
降
、
醍
醐
寺
で
は
法
流
及
び
院
家
の
相
承
を
め
ぐ
る
法
流
間
の
対
立
が

激
し
さ
を
増
し
、
さ
ら
に
世
俗
社
会
で
の
動
乱
の
影
響
も
受
け
て
、
法
流
や
院
家
の
相

承
に
世
俗
権
力
の
干
渉
が
強
ま
る
こ
と
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
既
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
（
1
）

。
世
俗
権
力
の
干
渉
を
受
け
た
こ
の
時
期
の
法
流
や
院
家
の
相
承
は
混
迷
を
極

め
る
が
、
一
方
で
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
未
だ
充
分
な
論
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状

況
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
点
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
期
の
醍
醐

寺
に
お
け
る
院
家
の
役
割
や
上
下
関
係
を
捉
え
る
指
標
と
な
る
、
法
流
と
院
家
の
関
係

性
と
位
置
付
け
が
明
確
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
両
統
迭
立
・
南
北
朝
の
動
乱
期
と
い
っ
た
、
醍
醐
寺
へ
の
世
俗
権

力
か
ら
の
干
渉
が
強
ま
る
時
期
に
お
け
る
、
法
流
と
院
家
の
相
承
過
程
に
検
討
を
加
え

る
。
醍
醐
寺
で
法
流
が
院
家
と
深
く
結
び
付
い
て
相
承
さ
れ
て
い
た
（
2
）

こ
と
を
踏
ま
え
、

法
流
と
院
家
の
双
方
の
相
承
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
お
け
る

報
恩
院
の
事
例
か
ら
考
察
し
て
い
く
。
報
恩
院
を
検
討
対
象
と
す
る
理
由
は
長
期
に
亙
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子

る
相
伝
手
継
文
書
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
代
々
の
相
続
の
在
り
方
を
た
ど
る
の
に
適
し
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
内
、
両
統
迭
立
以
降
の
動
乱
期
の
影
響
を
強
く
受
け
る
よ
う

に
な
る
時
期
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
後
宇
多
院
が
法
流
の
継
承
を
求
め
、
報
恩
院
流
内

で
の
分
裂
を
招
く
こ
と
に
な
る
憲
淳
の
代
か
ら
詳
し
く
み
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
よ
り
、
本
稿
で
は
特
に
そ
の
憲
淳
か
ら
隆
勝
、
隆
舜
に
至
る
三
代
の
処
分
に
焦
点

を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
本
稿
の
論
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
報
恩
院
流

の
祖
で
あ
る
憲
深
と
そ
の
後
の
実
深
・
覚
雅
の
処
分
に
つ
い
て
も
目
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
章
で
は
そ
れ
ら
の
院
主
の
処
分
の
様
相
を
概
観
し
、
そ
の
後
憲

淳
以
降
の
処
分
を
た
ど
る
こ
と
に
す
る
（
3
）

。

な
お
同
時
期
の
醍
醐
寺
に
お
け
る
法
流
や
院
家
の
継
承
を
論
じ
た
代
表
的
な
も
の
と

し
て
は
、
永
村
眞
氏
や
藤
井
雅
子
氏
の
論
考
（
4
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
覚
雅
の
譲
与

を
詳
細
に
捉
え
た
、
関
口
崇
史
氏
に
よ
る
研
究
（
5
）

も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
諸
研
究
が
断
片

的
に
論
じ
て
き
た
報
恩
院
院
主
の
処
分
を
、
数
代
に
亙
っ
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
法

流
（
6
）

と
院
家
の
相
承
の
在
り
方
を
鮮
明
に
し
て
い
き
た
い
。
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第
一
章
　
憲
淳
以
前
の
報
恩
院
院
主
の
処
分

　
報
恩
院
は
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）、
第
二
四
・
二
六
代
座
主
の
成
賢
が
醍
醐
寺
山
内

に
建
立
し
、
当
初
極
楽
房
と
称
さ
れ
た
（
7
）

。
そ
れ
を
報
恩
院
と
い
う
院
家
（
8
）

へ
と
発
展
さ
せ

た
の
は
成
賢
弟
子
の
憲
深
で
あ
る
。
憲
深
は
寺
内
に
お
け
る
三
宝
院
流
と
金
剛
王
院
流

と
の
対
立
を
受
け
て
三
宝
院
流
の
筆
頭
に
立
ち
、
建
長
三
年
に
は
座
主
に
就
任
す
る
（
9
）

。

ま
た
、
自
ら
本
尊
や
聖
教
を
備
え
て
報
恩
院
を
法
流
の
相
承
に
足
る
院
家
と
し
、
報
恩

院
を
拠
点
と
し
て
相
承
さ
れ
る
自
身
の
法
流
こ
そ
が
成
賢
か
ら
の
正
統
と
主
張
し
た
。

そ
し
て
嫡
弟
の
実
深
に
付
法
状
を
以
て
法
流
を
、
譲
状
を
以
て
報
恩
院
を
継
承
さ
せ

た
。
憲
深
の
死
後
、
そ
の
跡
を
め
ぐ
る
実
深
と
定
済
と
の
相
論
を
経
て
、
憲
深
の
法
流

は
実
深
の
「
報
恩
院
流
（
水
本
流
）
」
と
、
定
済
の
「
三
宝
院
御
流
」
と
に
分
派
し
）
10
（

、

三
宝
院
流
と
金
剛
王
院
流
、
理
性
院
流
と
の
対
立
の
み
な
ら
ず
、
三
宝
院
流
内
部
で
の

対
立
も
激
し
く
な
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
法
流
間
の
対
立
を
経
て
、
院
家
の
相
承
は
各
法
流
の
盛
衰
に
直
結
す
る

も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
報
恩
院
流
の
拠
点
で
あ
る
報
恩
院
で
は
法
流
と
院
家
と
を
併

せ
て
相
承
す
る
べ
く
、
付
法
の
嫡
弟
と
い
う
、
法
流
の
核
と
な
る
部
分
を
授
け
ら
れ
た
、

法
流
の
相
承
者
で
あ
る
こ
と
が
相
続
人
の
必
須
条
件
と
さ
れ
た
）
11
（

。
そ
の
一
方
で
有
力
な

法
流
の
拠
点
と
な
ら
な
い
院
家
で
は
、
必
ず
し
も
付
法
の
嫡
弟
へ
の
譲
与
が
な
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
実
深
か
ら
報
恩
院
を
譲
与
さ
れ
た
覚
雅
の
処
分
で
は
、

付
法
の
嫡
弟
と
定
め
た
憲
淳
に
法
流
と
報
恩
院
を
継
承
さ
せ
る
一
方
で
、
静
運
な
ど
、

他
の
弟
子
に
も
蓮
蔵
院
等
の
院
家
の
譲
与
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
院
家
は
経
済
的

基
盤
と
し
て
な
ど
、
法
流
の
拠
点
以
外
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
相
承
条
件
に
は

付
法
の
嫡
弟
で
あ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
）
12
（

、
院
家
ご
と
に
果
た
す
役
割
が
異
な
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
覚
雅
と
鎌
倉
幕
府
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
覚
雅
は
大
江

広
元
の
一
族
で
あ
り
、
先
の
憲
淳
や
静
運
へ
の
処
分
と
同
日
（
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）

八
月
二
四
日
）
に
、
自
身
の
兄
弟
で
あ
る
運
雅
に
六
条
八
幡
宮
別
当
職
を
譲
与
し
て
い

る
）
13
（

。
同
職
は
初
代
別
当
に
大
江
広
元
の
弟
で
あ
る
季
厳
が
任
じ
ら
れ
て
以
降
、
広
元
の

一
族
が
相
伝
し
て
お
り
）
14
（

、
覚
雅
が
大
江
氏
か
ら
の
援
助
を
求
め
て
そ
の
つ
な
が
り
を
重

視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
報
恩
院
は
じ
め
覚
雅
の
一
連
の
処
分
は
同
別
当

職
が
不
慮
の
讒
言
に
よ
っ
て
召
し
上
げ
ら
れ
）
15
（

、
そ
の
返
付
を
求
め
て
鎌
倉
に
下
向
し
て

い
た
時
期
に
な
さ
れ
て
い
る
。
覚
雅
は
鎌
倉
で
病
床
に
臥
し
な
が
ら
憲
淳
へ
の
付
法
を

関
東
二
階
堂
）
16
（

で
行
い
、
さ
ら
に
報
恩
院
、
六
条
八
幡
宮
別
当
職
を
譲
与
し
、
同
年
醍
醐

寺
に
戻
る
こ
と
な
く
鎌
倉
で
没
す
る
。

憲
深
、
実
深
、
覚
雅
の
処
分
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
で
は
そ
れ
を
受
け
て
憲
淳

以
降
の
報
恩
院
院
主
は
い
か
な
る
処
分
を
行
っ
て
い
く
の
か
。
次
章
以
降
、
そ
れ
以
前

の
院
主
に
よ
る
処
分
の
特
徴
を
踏
ま
え
つ
つ
追
究
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
次
章

以
降
の
参
考
と
し
て
、
報
恩
院
流
の
師
資
血
脈
図
（
【
図
】
）
及
び
憲
深
か
ら
隆
憲
に

至
る
報
恩
院
院
主
の
処
分
の
一
覧
（
【
表
】
）
を
掲
載
す
る
。

【図】師資血脈図
（『醍醐寺新要録』巻第一二「報恩院篇」所載
の血脈図を基に筆者作成）
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醍
醐
寺
報
恩
院
に
お
け
る
法
流
と
院
家
の
相
承

被相続人 相続人 典　拠 年月日 相続対象物
被相続人から相続人への付法状の有無

（典拠/年月日）
憲　深 実　深『醍』②306-2 弘長元年（1261）

７月28日
報恩院（堂塔・経蔵・房舎等、幷本
尊・聖教・道具・資財等）

有
（『醍』②321-1/弘長元年（1261）７月28日）

定　済『醍』④870 （正嘉元年（1257））
12月28日

三宝院、讃岐国郡家郷 無

実　深 覚　雅『醍』②295-6 正嘉２年（1258）
10月29日

六条八幡宮別当職 不明（実深より付法は受けている（『血
脈』、『新要録』巻第12「報恩院篇」））

覚　雅 憲　淳『醍』②306-3 正応５年（1292）
８月24日

報恩院（附大和国時重名・摂津国野
間・寺辺田・屋敷幷角坊）
本尊・聖教等幷道具等
（一期後は静運へ）

有
（②321-3/正応５年（1292）８月14日）

静　運『醍』②345 正応５年（1292）
８月24日

蓮蔵院（附伯耆国国延保・摂津国西
桑津庄・寺辺屋地等）
光明院
涅槃堂
本尊・聖教等幷道具等
（運雅を扶持すること、一期後は運
雅へ）

無

経　乗『徳』①346 正応５年（1292）
８月24日

中正院本尊・聖教・道具等
肥前国佐嘉庄
若狭国須恵野村
（一期後は小町平金吾子息へ）
（須恵野村は一時静運に譲与、正応３
年（1290）10月29日に安堵されてい
る（『大徳寺文書』①346））

無

運　雅『醍』②295-8 正応５年（1292）
８月24日

六条八幡宮別当職 無

憲　淳 隆　勝『醍』②306-4 永仁５年（1297）
２月７日

報恩院堂塔・経蔵・僧坊并本尊・聖
教・道具
（在野間・時重名・角坊・寺辺田畠）

有
（『醍』②351-1/永仁５年（1297）２月１日）

『醍』②306-5 永仁５年（1297）
２月７日

本尊・聖教・道具

『醍』②306-6 徳治３年（1308）
５月26日

報恩院堂塔・僧坊并本尊・聖教・道
具等
（在野間・時重名等）

『醍』②306-7 徳治３年（1308）
５月29日

秘仏・秘曼荼羅・重書・道具等

『醍』④646 徳治３年（1308）
５月29日

□□経曼荼羅一鋪・□本大僧正図絵・
転法輪筒一・小壇起戒等

『醍』②354-3 徳治３年（1308）
８月21日

重書

憲什ヵ『醍』⑧1930 徳治３年（1308）
８月９日

角坊文契 無

隆　勝 隆　舜『醍』⑫2585 正和２年（1313）
12月11日

釈迦院（美濃国船木庄十八条郷南方・
伊賀国阿保神田・九条前瀧出・浄土
院）
勝俱胝院

有
（『醍』②351-5
/正和３年（1314）10月21日）

『醍』②306-8 正和３年（1314）
11月20日

当流相承印信・附法状并報恩院已下
坊舎・所領等調度文書・聖教・本尊・
道具

隆　舜 隆　憲『醍』②306-9 文和元年（1352）
10月２日

報恩院（当時回禄跡、本尊・叡教・
道具・所領・敷地・寺辺田等）
蓮蔵院（子細同上）
釈迦院（在坊舎・仏閣・本尊・聖教・
所領等文書、浄土院・念仏勝俱胝院
等）
盛琳院（回禄跡）
禅林寺浄土院（祖師墳墓地、在置文
以下寺田、左目具田等）

無
（隆憲幼少につき、法流は経深が扶持）

『醍』②351-7 文和元年（1352）
10月２日

本寺・院家・所領等
関東犬懸坊舎・所領等、遮那院法流、
禅林寺浄土院、中性院

隆　憲 経　深『醍』②306-10 延文４年（1359）
４月20日

法流・本尊・聖教・道具・院家等 不明
（経深は隆舜の「附法嫡弟」）
（『醍』②351-6）

【表】醍醐寺報恩院における相続と付法
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第
二
章
　
憲
淳
の
一
度
目
の
処
分

憲
淳
は
近
衛
良
教
息
）
17
（

で
あ
り
、
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
八
月
に
覚
雅
か
ら
付
法
を

受
け
、
報
恩
院
を
譲
与
さ
れ
た
。
こ
の
憲
淳
の
処
分
の
特
徴
は
隆
勝
一
人
へ
の
譲
状
が

多
く
記
さ
れ
た
点
に
あ
り
（
【
表
】
）、
こ
の
理
由
を
捉
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
三
宝

院
流
内
外
に
お
け
る
対
立
と
、
後
宇
多
院
へ
の
付
法
で
あ
る
。
は
じ
め
に
院
へ
の
付
法

以
前
の
様
相
を
探
る
た
め
、
憲
淳
の
一
度
目
の
処
分
を
み
て
い
く
。

そ
も
そ
も
覚
雅
は
憲
淳
一
期
の
後
、
報
恩
院
を
静
運
に
譲
る
よ
う
定
め
て
い
た
）
18
（

が
、

そ
の
静
運
へ
の
譲
与
の
際
に
は
「
師
資
付
法
之
儀
」
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
た

の
に
対
し
、
静
運
は
憲
淳
の
処
分
時
に
「
未
入
壇
」
で
あ
っ
た
上
、「
所
労
又
万
死
一
生
」

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
二
月
七
日
、
報
恩
院
は
覚
雅
の
遺
弟

で
あ
り
、
憲
淳
に
属
し
て
い
た
隆
勝
に
譲
ら
れ
た
）
19
（

。
そ
れ
に
先
立
つ
同
年
二
月
一
日
、

隆
勝
は
病
中
の
憲
淳
か
ら
付
法
を
受
け
て
お
り
）
20
（

、
報
恩
院
を
相
続
す
る
条
件
を
満
た
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
蓮
蔵
院
を
活
動
の
拠
点
と
し
た
実
深
・
覚
雅
と
異
な
り
、

隆
勝
が
釈
迦
院
を
継
承
し
た
人
物
で
あ
っ
た
）
21
（

こ
と
に
留
意
し
た
い
。
覚
雅
は
、
静
運
一

期
後
の
蓮
蔵
院
の
相
続
人
に
運
雅
を
選
ん
で
い
た
が
、
運
雅
が
他
門
に
移
っ
た
こ
と
で

憲
淳
の
管
領
下
に
移
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
後
蓮
蔵
院
を
め
ぐ
り
、
運
雅
か
ら
の
譲
与
を

主
張
す
る
親
雅
と
の
間
で
相
論
に
な
っ
て
い
る
）
22
（

。
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
実
深
・
覚

雅
が
蓮
蔵
院
と
大
江
氏
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
て
い
た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ

の
蓮
蔵
院
の
管
領
が
危
ぶ
ま
れ
る
中
で
、
憲
淳
は
隆
勝
へ
の
譲
与
を
機
に
、
蓮
蔵
院
に

替
わ
る
経
済
基
盤
と
し
て
釈
迦
院
を
報
恩
院
院
主
の
支
配
下
に
入
れ
よ
う
と
し
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
）
23
（

。

こ
こ
で
改
め
て
永
仁
五
年
二
月
に
お
け
る
、
憲
淳
か
ら
隆
勝
へ
の
処
分
内
容
を
確
認

す
る
。
こ
の
処
分
が
従
来
の
報
恩
院
の
相
続
と
異
な
る
点
は
、
譲
状
が
二
通
作
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
通
の
譲
状
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
み
て
い
く
と
、
一
方
の
譲
状

（
以
下
譲
状
ａ
と
表
記
す
る
）
24
（

）
は
、
ま
ず
譲
与
対
象
物
と
し
て
報
恩
院
堂
塔
・
経
蔵
・

僧
坊
と
、
本
尊
・
聖
教
・
道
具
、
さ
ら
に
野
間
・
時
重
名
・
角
坊
・
寺
辺
田
畠
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
し
て
「
就
レ

中
当
院
家
者
嫡
々
相
承
之
聖
跡
、
由
緒
異
レ

他
」
と
、
他
の

院
家
に
対
す
る
報
恩
院
の
優
位
性
を
主
張
し
た
上
で
、
嫡
弟
の
隆
勝
に
譲
与
す
る
旨
を

述
べ
る
。
さ
ら
に
は
、
報
恩
院
の
相
続
人
を
静
運
か
ら
隆
勝
に
変
更
し
た
理
由
が
正
当

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
隆
勝
へ
の
譲
与
を
保
証
す
る
。
対
す
る
も
う
一
方
の
譲

状
（
以
下
譲
状
ｂ
と
表
記
す
る
）
25
（

）
は
、
本
尊
・
聖
教
・
道
具
の
内
容
を
目
録
の
ご
と
く

詳
細
に
記
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
本
尊
・
聖
教
・
道
具
の
「
他
見
」
を
禁
じ
る
。
ま
た

付
法
の
嫡
弟
で
あ
る
が
ゆ
え
に
隆
勝
に
譲
与
す
る
と
明
記
し
、「
他
妨
」
が
な
い
よ
う

言
い
置
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
同
一
の
処
分
に
お
け
る
複
数
の
譲
状
の
作
成
は
、
そ
れ
以
前
の
報
恩
院
の

相
続
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
憲
淳
が
複
数
の
譲
状
を
作
成
し
た
の

か
を
探
る
と
、
そ
の
要
因
と
し
て
報
恩
院
へ
の
三
宝
院
定
済
の
介
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。

憲
深
の
跡
を
め
ぐ
る
定
済
の
介
入
は
、
報
恩
院
流
を
憲
淳
が
相
承
し
た
後
に
も
み
ら

れ
、
報
恩
院
と
三
宝
院
は
引
き
続
き
三
宝
院
流
の
正
統
を
め
ぐ
り
対
立
し
て
い
た
）
26
（

。
憲

淳
は
譲
状
ａ
だ
け
で
は
な
く
譲
状
ｂ
で
も
他
の
院
家
に
対
す
る
報
恩
院
の
優
位
性
を
主

張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
三
宝
院
を
意
識
し
て
の
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。
加
え
て
譲

状
ｂ
の
記
載
内
容
に
注
目
し
た
い
。
譲
状
ｂ
で
詳
細
に
記
さ
れ
た
、
本
尊
・
聖
教
・
道

具
等
は
法
流
の
維
持
・
存
続
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
聖
教
は
目
録
が

別
に
存
在
す
る
と
あ
り
、
そ
の
重
要
性
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
譲
状
ｂ
で
は
報
恩
院
の
相

続
に
お
い
て
初
め
て
、
本
尊
・
聖
教
・
道
具
の
「
他
見
」
を
禁
じ
る
文
言
や
、
付
法
の

嫡
弟
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
相
続
人
を
選
定
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
報

恩
院
で
相
承
さ
れ
る
法
流
の
他
出
を
防
ぎ
、
三
宝
院
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
院
家
に
対

す
る
報
恩
院
の
優
越
性
を
強
め
よ
う
と
す
る
憲
淳
の
意
図
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
憲

淳
は
報
恩
院
の
相
続
の
全
体
を
表
す
譲
状
ａ
の
み
な
ら
ず
、
法
流
に
関
す
る
譲
与
対
象

物
の
詳
細
を
記
載
し
た
譲
状
ｂ
を
改
め
て
作
成
す
る
こ
と
で
、
報
恩
院
流
の
維
持
・
興
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醍
醐
寺
報
恩
院
に
お
け
る
法
流
と
院
家
の
相
承

隆
に
努
め
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
二
通
の
譲
状
が
作
ら
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
結
果
的
に
「
納
二

箱
底
一

未
披
露
」
と
な
り
）
27
（

、
憲
淳
は
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
に
再
度
処
分
を
行
う
こ
と
に
な

る
。
そ
の
契
機
は
後
宇
多
院
が
三
宝
院
流
の
受
法
を
憲
淳
に
求
め
た
こ
と
に
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
報
恩
院
流
自
体
の
分
裂
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
。

後
宇
多
院
は
真
言
密
教
に
深
く
帰
依
し
て
お
り
、
出
家
後
は
仁
和
寺
の
性
仁
法
親
王

と
醍
醐
寺
の
憲
淳
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
広
沢
流
・
小
野
流
の
秘
法
を
伝
授
さ
れ
た
法
皇
で
あ

る
）
28
（

。
そ
の
院
は
徳
治
三
年
二
月
に
、
憲
淳
の
病
が
重
い
こ
と
を
憲
淳
の
弟
子
道
順
か
ら

伝
え
ら
れ
る
と
、
自
身
を
憲
淳
の
嫡
弟
と
し
、
三
宝
院
流
の
継
承
者
と
す
る
こ
と
を
求

め
る
勅
書
を
憲
淳
に
送
っ
た
。
そ
の
中
で
院
は
、
広
沢
流
の
伝
法
灌
頂
を
既
に
受
け
て

い
る
自
分
が
三
宝
院
流
に
列
す
れ
ば
、
広
沢
流
と
小
野
流
の
「
法
流
之
一
揆
」
が
な
さ

れ
る
と
し
て
強
く
伝
授
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
返
礼
と
し
て
、
欠
員
の
出
た
東

寺
長
者
に
憲
淳
を
補
す
る
意
向
を
述
べ
、
病
気
で
出
仕
が
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

法
流
の
興
隆
の
た
め
に
、
そ
の
名
を
東
寺
長
者
に
連
ね
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
）
29
（

。
こ
の

院
の
勅
書
を
受
け
、
憲
淳
は
小
野
流
を
真
言
密
教
の
本
流
と
す
る
こ
と
や
、
伝
授
以
前

に
は
そ
の
秘
奥
を
開
示
で
き
な
い
こ
と
、
本
尊
・
道
具
等
を
寺
家
か
ら
出
す
こ
と
の
禁

止
な
ど
、
付
法
の
条
件
を
挙
げ
た
請
文
を
記
し
た
）
30
（

。
そ
れ
と
と
も
に
憲
淳
は
、
こ
の
請

文
と
同
日
付
け
で
東
寺
長
者
へ
の
補
任
を
請
う
申
状
案
を
記
し
て
い
る
）
31
（

が
、
こ
れ
は
院

の
勧
め
に
従
い
、
自
身
の
僧
侶
と
し
て
の
昇
進
に
よ
っ
て
、
報
恩
院
流
の
興
隆
を
図
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
後
宇
多
院
は
憲
淳
と
幾
度
も
書
状
を
交
わ
し
、
広
沢
流
と
小
野
流
と
を
混

じ
な
い
こ
と
や
、
重
書
・
道
具
・
院
家
等
を
他
門
・
他
家
に
譲
ら
な
い
こ
と
、
醍
醐
寺

を
仙
洞
と
す
る
こ
と
等
を
約
束
し
た
）
32
（

。
そ
の
上
で
憲
淳
は
院
に
法
流
の
正
統
を
認
め
、

院
が
住
寺
し
た
際
に
進
上
す
べ
き
本
尊
・
聖
教
等
の
目
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
院

に
対
し
て
は
隆
勝
に
宗
の
大
事
を
授
け
た
旨
を
伝
え
て
い
る
）
33
（

。
し
か
し
な
が
ら
憲
淳
が

こ
う
し
た
意
向
を
伝
え
る
一
方
で
、
院
は
自
身
が
信
頼
を
置
き
、
憲
淳
と
の
間
を
取
り

持
っ
た
道
順
に
報
恩
院
の
正
統
を
継
承
さ
せ
る
つ
も
り
で
い
た
。
こ
の
こ
と
が
報
恩
院

の
正
嫡
を
め
ぐ
る
道
順
と
隆
勝
と
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
、
南
北
朝
の
動
乱
の
影
響
も

あ
い
ま
っ
て
、
報
恩
院
流
の
分
裂
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
）
34
（

。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
憲
淳
は
再
度
隆
勝
へ
の
譲
与
を
行
う
。
そ
れ
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
続
い
て
、
憲
淳
の
二
度
目
の
処
分
に
検
討
を
加
え
る
。

第
三
章
　
憲
淳
の
二
度
目
の
処
分

後
宇
多
院
に
法
流
を
伝
授
す
る
と
し
た
憲
淳
だ
が
、
道
順
に
法
流
を
継
が
せ
る
と
い

う
院
の
意
図
を
知
る
と
、
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
四
月
一
九
日
に
、
隆
勝
を
関
東
護

持
僧
と
し
て
推
挙
し
た
）
35
（

。
こ
れ
は
後
宇
多
院
に
対
抗
し
得
る
存
在
と
し
て
、
北
条
得
宗

家
を
頼
っ
た
動
き
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
年
、
憲
淳
は
隆
勝
に
報
恩
院

を
譲
与
す
る
べ
く
再
び
譲
状
を
作
成
す
る
。
ま
ず
五
月
二
六
日
に
報
恩
院
堂
塔
・
僧
坊
、

本
尊
・
聖
教
・
道
具
、
野
間
・
時
重
名
等
に
関
す
る
譲
状
を
作
成
す
る
と
、
三
日
後
の

二
九
日
に
は
秘
仏
・
秘
曼
荼
羅
・
重
書
・
道
具
等
の
譲
状
を
改
め
て
記
し
、
一
度
目
の

処
分
と
同
様
、
同
一
人
物
へ
の
譲
与
で
複
数
の
譲
状
を
作
成
す
る
）
36
（

。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら

の
譲
状
が
い
か
な
る
目
的
を
以
て
作
ら
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
淳

の
二
度
目
の
処
分
の
意
味
を
捉
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
五
月
二
六
日
の
譲
状
で
は
、
後
宇
多
院
が
醍
醐
寺
を
仙
洞
と
し
た
際
に
は
勅
命

に
従
う
よ
う
に
言
い
置
く
一
方
で
、
院
家
に
つ
い
て
は
た
と
え
仙
洞
に
定
め
ら
れ
て

も
、
留
守
を
承
っ
て
「
奉
公
之
忠
貞
」
に
励
む
よ
う
に
と
述
べ
る
。
こ
の
譲
状
の
作
成

目
的
が
「
法
流
不
断
」
に
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
鑑
み
る
に
、
こ
こ
で
求
め
る
「
奉
公

之
忠
貞
」
と
は
、
報
恩
院
流
を
継
ぐ
者
と
し
て
そ
の
維
持
・
興
隆
に
努
め
る
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
憲
淳
は
院
に
法
流
を
伝
授
す
る
反
面
、
付
法
の
嫡

弟
で
あ
る
隆
勝
を
法
流
の
相
承
者
と
し
て
位
置
付
け
た
こ
と
が
窺
え
る
。

次
に
同
月
二
九
日
の
譲
状
で
は
、
院
の
住
寺
の
と
き
に
は
秘
仏
・
秘
曼
荼
羅
・
重
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書
・
道
具
等
に
つ
い
て
、
目
録
に
従
い
「
公
私
」
の
分
別
を
行
っ
た
上
で
院
に
進
上
す

る
よ
う
定
め
る
）
37
（

。
さ
ら
に
憲
淳
は
こ
れ
ら
の
譲
状
を
記
す
と
同
時
に
、
報
恩
院
が
仙
洞

と
さ
れ
た
と
き
の
隆
勝
の
生
活
を
案
じ
、「
寺
辺
管
領
之
地
一
所
」
を
隆
勝
に
与
え
る

よ
う
院
に
申
し
入
れ
、
承
諾
さ
れ
て
い
る
）
38
（

。
報
恩
院
が
仙
洞
に
定
め
ら
れ
て
も
、
留
守

を
承
っ
て
「
奉
公
之
忠
貞
」
に
励
む
よ
う
隆
勝
に
言
い
置
い
て
い
た
先
の
譲
状
の
記
述

と
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
憲
淳
の
こ
う
し
た
対
応
は
、
報
恩
院
流
の
付
法
の
嫡
弟
で
あ

る
隆
勝
を
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
報
恩
院
に
関
わ
る
立
場
に
留
め
て
お
こ
う
と
す
る

意
図
の
表
れ
と
捉
え
ら
れ
る
。
二
九
日
の
譲
状
に
お
い
て
、
院
の
住
寺
の
際
に
は
目
録

に
従
い
秘
仏
・
重
書
等
の
「
公
私
」
の
分
別
を
行
っ
た
後
に
院
に
進
上
す
る
よ
う
に
述

べ
て
い
る
の
も
、「
公
私
」
と
称
し
た
区
別
を
設
け
、「
公
」
の
も
の
は
院
が
、「
私
」
と

称
す
る
も
の
は
隆
勝
が
継
承
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
秘
仏
・
重
書
等
の
全
て
が
院
に

渡
る
こ
と
を
回
避
す
る
手
段
と
推
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
憲
淳
は
こ
の
譲
状
と
同

年
月
日
付
け
の
譲
状
）
39
（

を
隆
勝
に
宛
て
て
も
う
一
通
作
成
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
「
当

流
重
書
已
下
」
を
他
出
し
な
い
よ
う
言
い
置
い
て
お
り
、
や
は
り
重
書
等
が
院
を
経
て

他
出
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。

隆
勝
に
対
す
る
憲
淳
の
譲
状
は
こ
の
ほ
か
に
も
存
在
す
る
。
憲
淳
は
徳
治
三
年
八
月

二
三
日
に
没
す
る
が
、
そ
の
直
前
の
二
一
日
に
、
重
書
に
関
す
る
譲
状
を
再
度
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
）
40
（

。
こ
の
譲
状
で
着
目
す
べ
き
は
、
憲
淳
が
門
資
等
に
重
書
の
「
一
見
」

を
許
さ
な
い
よ
う
強
く
言
い
置
く
の
に
加
え
て
、「
付
法
」
に
「
正
末
」
が
、「
嫡
資
」

に
「
強
弱
」
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
弟
子
の
間
に
立
場
の
差
異
が
あ
っ

た
こ
と
は
先
述
の
通
り
だ
が
、「
嫡
資
」
の
間
の
差
異
に
つ
い
て
触
れ
る
の
は
、
報
恩

院
の
相
続
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
嫡
資
」
は
嫡
弟
の

こ
と
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
本
来
一
人
で
あ
り
、
法
流
に
属
す
る
僧
侶
を
ま
と
め

る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
嫡
弟
が
複
数
人
い
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
あ
り
得
ず
、
こ
こ

で
敢
え
て
「
嫡
資
」
の
「
強
弱
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
特
別
な
意
図
が

あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
み
た
同
年
五
月
の
譲
状
の
内
容
と
併
せ
考
え
る
な

ら
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
嫡
資
」
と
は
後
宇
多
院
と
隆
勝
の
こ
と
を
暗
に
指
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
憲
淳
の
意
図
は
、
院
と
同
じ
く
隆
勝
も
「
嫡
資
」

で
あ
っ
て
、
法
流
の
正
統
を
継
ぐ
者
で
あ
る
と
示
す
こ
と
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
両
者
の
「
強
弱
」
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
立
場
で
は
院
が
「
強
」
と
認
識
さ
れ

る
が
、
後
述
の
よ
う
に
憲
淳
の
意
向
と
し
て
は
嫡
弟
と
し
て
よ
り
上
位
に
立
つ
べ
き
は

隆
勝
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
院
へ
の
譲
状
で
あ
る
手
前
直
接
的
な
言
及
こ
そ
避
け
た
も
の

の
、
法
流
の
相
承
者
と
し
て
の
「
強
」
は
隆
勝
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
べ
く
こ
の
文

言
を
記
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
憲
淳
の
譲
状
に
は
、
院
に
法
流
を
伝
授
す
る
と
し
な
が
ら
も
、

実
際
に
付
法
の
嫡
弟
と
し
て
報
恩
院
を
継
承
す
べ
き
は
隆
勝
で
あ
る
と
の
考
え
が
随
所

に
表
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
院
へ
の
伝
授
に
対
す
る
憲
淳
の
危
機
感
が
あ
っ
た

わ
け
だ
が
、
続
い
て
そ
の
状
況
を
詳
し
く
み
て
い
く
。

時
期
は
少
し
遡
る
が
、
後
宇
多
院
か
ら
の
勅
書
を
受
け
取
る
前
年
の
徳
治
二
年
に
、

憲
淳
は
憲
深
の
起
請
を
守
り
、
秘
仏
・
秘
曼
荼
羅
・
重
書
・
道
具
・
院
家
等
を
他
門
・

他
家
に
出
さ
ず
、
ま
た
「
他
寺
兼
帯
」
の
人
に
譲
ら
な
い
旨
の
起
請
文
を
記
し
て
い

る
）
41
（

。
こ
の
起
請
文
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
仁
和
寺
の
性
仁
法
親
王
か
ら
広
沢
流
の
秘
法
を

伝
授
さ
れ
て
い
る
院
は
ま
さ
に
「
他
寺
兼
帯
」
で
あ
り
、
報
恩
院
の
相
承
に
適
さ
な
い

存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
院
に
報
恩
院
流
の
正
統
を
認
め
る
こ
と
は
、
本
来
憲
淳

の
み
な
ら
ず
、
憲
深
以
来
の
報
恩
院
院
主
の
意
向
に
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
で
も
憲
淳
が
院
に
法
流
の
正
統
を
認
め
た
要
因
と
し
て
は
、
第
一
に
院
の
意

向
ゆ
え
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
院
の
権
威
に
よ
っ
て
報
恩
院
流
の
興

隆
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
自
身
の
東
寺
長
者
へ
の
補
任
と
い
う
利
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
し
か
し
先
の
起
請
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
院
へ
の
相
承
は
他
寺
・
他
門
に
法
流

が
流
出
す
る
危
険
性
を
伴
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
憲
淳
に
と
っ
て
は
、
法
流

を
継
ぐ
べ
き
付
法
の
嫡
弟
と
し
て
自
身
が
選
定
し
た
隆
勝
の
存
在
が
重
要
で
あ
り
、
憲

淳
の
一
連
の
譲
状
か
ら
判
断
す
る
に
、
憲
淳
は
院
へ
の
伝
授
に
相
当
な
危
機
感
を
抱
い
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醍
醐
寺
報
恩
院
に
お
け
る
法
流
と
院
家
の
相
承

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
道
順
に
法
流
を
継
が
せ
よ
う
と
す
る
後
宇
多
院
の
意
図
が
憲
淳
の
危
機

感
を
一
層
強
め
、
自
身
が
選
定
し
た
嫡
弟
で
は
な
い
道
順
に
法
流
が
伝
わ
る
の
を
防
ぐ

た
め
、
様
々
な
対
策
を
講
じ
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
院
と
憲
淳

と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
勅
書
と
請
文
の
写
し
を
作
り
、
隆
勝
に
事
情
を
把
握
さ
せ
、
も

し
院
が
約
束
を
違
え
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
一
連
の
勅
書
・
請
文
の
案
文
を
捧
げ
て
申
し

入
れ
る
よ
う
言
い
置
い
て
い
る
）
42
（

。
加
え
て
憲
淳
は
隆
勝
に
宛
て
て
記
し
た
遺
状
に
お
い

て
、
隆
勝
が
「
附
法
之
最
初
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
院
に
申
し
入
れ
た
と
し
て
い

る
）
43
（

。
そ
し
て
後
宇
多
院
か
ら
尋
ね
ら
れ
た
際
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
の
理
由
で
、
隆

勝
に
「
大
法
秘
法
・
故
実
口
伝
不
レ

残
所
存
」
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、

隆
勝
が
法
流
の
全
容
を
相
承
す
る
こ
と
の
正
統
性
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
憲
淳
の
努
力
の
甲
斐
も
な
く
、
後
宇
多
院
は
道
順
に
報
恩

院
流
を
継
承
さ
せ
、
隆
勝
と
道
順
と
が
報
恩
院
の
正
嫡
を
め
ぐ
っ
て
争
う
事
態
を
迎
え

る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
と
き
後
宇
多
院
に
対
抗
す
る
た
め
、
隆
勝
は
覚
雅
等
が
築
い
た
鎌
倉
幕
府
と
の

縁
を
活
か
し
、
関
東
護
持
僧
と
し
て
北
条
得
宗
家
を
頼
っ
た
。
そ
の
結
果
、
北
条
貞

時
・
隆
勝
と
後
宇
多
院
・
道
順
と
い
う
対
立
の
構
図
が
完
成
し
、
武
家
・
北
朝
（
持
明

院
統
）
方
の
隆
勝
―
隆
舜
と
、
後
宇
多
院
の
属
す
る
南
朝
（
大
覚
寺
統
）
方
の
道
順
―

道
祐
―
文
観
房
弘
真
と
い
う
、
報
恩
院
流
の
分
裂
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
両
法

流
の
対
立
は
、
大
覚
寺
統
と
持
明
院
統
の
対
立
、
朝
廷
と
鎌
倉
幕
府
の
対
立
と
い
う
政

治
的
背
景
を
受
け
て
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
く
。
次
章
以
降
、
こ
う
し
た
政
治
的

対
立
下
で
の
報
恩
院
の
相
続
に
考
察
を
加
え
る
が
、
そ
の
際
に
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
に

則
し
て
、
隆
勝
―
隆
舜
側
の
相
続
を
中
心
に
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
）
44
（

。

第
四
章
　
隆
勝
の
処
分
と
隆
舜
の
動
向

前
章
で
述
べ
た
ご
と
く
、
報
恩
院
流
は
後
宇
多
院
へ
の
付
法
を
機
に
分
裂
し
た
。
憲

淳
か
ら
院
に
譲
ら
れ
た
「
報
恩
院
幷
本
尊
聖
教
等
」
を
、
実
際
に
は
院
の
「
御
留
守
之

儀
」
と
し
て
道
順
が
そ
れ
ら
を
管
領
し
た
た
め
、
隆
勝
は
訴
訟
に
及
ぶ
も
の
の
、
報
恩

院
や
聖
教
等
を
取
り
戻
す
こ
と
は
叶
わ
ず
、
報
恩
院
の
院
務
も
道
順
・
道
祐
と
継
承
さ

れ
た
）
45
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
憲
淳
か
ら
隆
勝
に
渡
さ
れ
た
、
報
恩
院
等
に
つ
い
て
の

度
重
な
る
譲
状
に
対
し
て
安
堵
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
憲
淳
以
前

の
報
恩
院
院
主
の
譲
状
に
は
朝
廷
の
安
堵
を
受
け
た
も
の
）
46
（

が
多
い
こ
と
に
比
べ
、
憲
淳

か
ら
隆
勝
へ
の
譲
状
に
安
堵
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
後
宇
多
院
に
法
流
を
伝
授
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
朝
廷
は
じ
め
、
公
に
は
憲
淳
の
付
法
の
嫡
弟
が
院
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た

め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
安
堵
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
隆
勝
は
道
順
と

の
対
立
で
不
利
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
隆
勝
は
釈
迦
院
を
拠
点
に
北
条
得
宗
家
と
の
結
び
付
き
を
強
め
て

い
く
。
隆
勝
は
後
宇
多
院
を
後
ろ
盾
と
す
る
道
順
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
関
東
護
持
僧

を
勤
め
な
が
ら
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
四
月
に
は
空
海
筆
の
観
音
経
と
心
経
を
北

条
貞
時
に
贈
る
な
ど
、
北
条
得
宗
家
と
の
結
び
付
き
の
強
化
を
図
っ
た
）
47
（

。
そ
の
上
で
隆

勝
は
、
同
六
月
に
報
恩
院
坊
舎
・
聖
教
・
本
尊
・
道
具
の
正
統
な
継
承
者
は
自
分
で
あ

る
と
貞
時
に
訴
え
、
憲
淳
の
譲
状
や
、
後
宇
多
院
と
憲
淳
が
交
わ
し
た
勅
書
・
請
文
等

を
根
拠
に
、
関
東
護
持
の
た
め
に
譲
ら
れ
た
秘
法
を
取
り
戻
す
こ
と
を
依
頼
し
て
い

る
）
48
（

。
ま
た
、
隆
勝
と
関
東
と
の
結
び
付
き
の
強
さ
は
、
延
慶
四
年
に
隆
勝
が
鎌
倉
犬
懸

坊
と
そ
の
坊
領
を
拝
領
し
て
い
る
）
49
（

点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
で
隆
勝
は
、
延
慶
三
年
に
釈
迦
院
に
阿
闍
梨
三
口
を
寄
せ
置
く
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
の
に
加
え
、
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
に
は
九
条
家
の
御
祈
願
所
で
あ
る
勝
俱
胝

院
の
相
承
と
管
領
を
託
さ
れ
て
お
り
、
醍
醐
寺
内
に
お
け
る
勢
力
の
拡
大
に
力
を
注
い
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で
い
た
こ
と
が
分
か
る
）
50
（

。
そ
し
て
隆
勝
は
正
和
二
年
一
二
月
に
、
釈
迦
院
と
勝
俱
胝
院

の
坊
舎
所
領
を
早
速
弟
子
の
隆
舜
に
譲
与
す
る
）
51
（

。
こ
れ
は
、
自
身
が
得
た
両
院
の
継
承

を
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
譲
与
の

段
階
で
は
、
ま
だ
隆
舜
は
付
法
状
を
授
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
釈
迦
院
と
勝
俱
胝
院
と
の

相
続
に
際
し
て
は
法
流
の
相
承
が
必
須
条
件
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し

後
ほ
ど
触
れ
る
が
、
こ
の
譲
与
に
対
す
る
安
堵
が
得
ら
れ
る
の
は
二
〇
年
以
上
も
後
の

こ
と
に
な
る
）
52
（

。
そ
の
後
隆
勝
は
同
三
年
一
〇
月
二
一
日
に
隆
舜
に
付
法
状
を
与
え
る

と
、
関
東
護
持
僧
に
隆
舜
を
推
薦
し
た
）
53
（

。
こ
の
挙
状
で
は
、
法
流
の
相
承
と
祈
祷
へ
の

参
加
を
認
め
る
御
教
書
を
北
条
家
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
も
報
恩
院
流
の
正
嫡
を
め

ぐ
る
対
立
を
背
景
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
醍
醐
寺
内
で
の
勢
力
回
復
の
た
め
に
、

や
は
り
北
条
家
を
頼
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
し
て
同
年
一
一
月
二
〇
日
、
隆
勝
は
隆
舜
に
報
恩
院
を
譲
与
す
る
）
54
（

。
こ
の
譲
状
に

は
「
当
流
相
承
印
信
・
附
法
状
并
報
恩
院
已
下
坊
舎
・
所
領
等
、（
中
略
）
悉
令
レ

申
二

付
隆
舜
已
講
一

畢
」
と
あ
り
、「
印
信
・
附
法
状
」
が
初
め
て
譲
与
対
象
物
と
し
て
記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
法
流
の
伝
授
を
示
す
こ
れ
ら
の
文
書
が
筆
頭
に
記

さ
れ
た
こ
と
は
、
報
恩
院
の
譲
与
に
あ
た
っ
て
法
流
の
相
承
が
最
も
重
視
さ
れ
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
釈
迦
院
や
勝
俱
胝
院
と
異
な
り
、
隆
舜
へ
の
付
法
後
に
報
恩
院
を
譲

与
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
隆
勝
が
譲
与
対
象
物
に
「
印
信
・
附
法

状
」
を
含
め
た
の
は
、
何
よ
り
も
報
恩
院
流
の
正
嫡
に
相
承
さ
れ
て
き
た
そ
れ
ら
の
処

分
権
を
有
す
る
の
が
、
報
恩
院
流
の
正
統
で
あ
る
自
分
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
隆
勝
は
報
恩
院
の
譲
与
直
後
、
同
月
二
六
日
に
こ
の

世
を
去
る
）
55
（

。
隆
勝
へ
の
報
恩
院
流
の
継
承
が
公
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た

が
、
憲
淳
か
ら
の
意
向
を
継
い
で
報
恩
院
と
法
流
を
取
戻
し
、
師
資
相
承
さ
せ
よ
う
と

す
る
動
き
は
嫡
弟
の
隆
舜
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
隆
舜
の
処
分
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
南
北
朝
の
動
乱
下
で
の
隆
舜
の
動

向
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
隆
舜
に
つ
い
て
は
、
永
村
眞
氏
や
藤
井
雅

子
氏
等
に
よ
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
）
56
（

。
永
村
氏
は
隆
舜
の
関
東
に
お
け
る
活
動
に
検

証
を
加
え
て
お
り
、
藤
井
氏
は
南
北
朝
の
動
乱
下
の
醍
醐
寺
に
お
い
て
、
法
流
を
維
持

す
る
た
め
に
隆
舜
が
い
か
に
活
動
し
、
三
宝
院
門
跡
と
の
関
係
を
結
ん
で
い
っ
た
か
に

着
目
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
隆
舜
の
具
体
的
な
動
向
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
先
行
研

究
に
依
拠
し
な
が
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

南
北
朝
の
動
乱
下
で
の
隆
舜
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
法
流
の
存
続
を
最
も
重
視
し
た

点
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
る
）
57
（

。
同
時
代
の
醍
醐
寺
僧
の
中
に
は
南
朝
方
の
文
観
房
弘

真
や
北
朝
方
の
三
宝
院
賢
俊
の
よ
う
に
、
醍
醐
寺
を
離
れ
て
従
軍
し
た
僧
侶
が
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
南
北
朝
そ
れ
ぞ
れ
と
関
わ
り
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
院
家
と
法
流
の
維

持
・
興
隆
に
努
め
た
の
が
隆
舜
で
あ
り
、
隆
舜
が
そ
の
よ
う
な
動
き
を
み
せ
た
背
景
に

は
、
報
恩
院
流
の
分
裂
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
報
恩
院
流
の
正
統

を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
道
順
と
隆
勝
双
方
の
動
向
を
追
う
と
、
道
順
は
、
道
祐
―

文
観
房
弘
真
と
法
流
を
継
承
さ
せ
て
お
り
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
に
道
順
が
入
滅

す
る
と
、
文
観
房
弘
真
が
報
恩
院
を
管
領
し
た
。
一
方
で
延
慶
二
年
、
隆
勝
が
北
条
得

宗
家
を
頼
っ
て
関
東
に
下
向
す
る
と
、
隆
舜
も
そ
れ
に
同
行
し
、
元
亨
四
年
の
後
宇
多

院
の
崩
御
を
受
け
て
醍
醐
寺
に
戻
っ
て
い
る
）
58
（

。

そ
の
後
、
報
恩
院
流
が
分
裂
し
て
い
る
状
況
を
打
開
す
る
べ
く
、
積
極
的
に
働
き
か

け
た
の
が
後
醍
醐
天
皇
で
あ
る
。
正
中
三
年
（
一
三
二
六
）
三
月
一
七
日
、
後
醍
醐
天

皇
は
綸
旨
に
よ
っ
て
性
円
法
親
王
を
報
恩
院
に
住
持
さ
せ
、
そ
の
「
無
住
」
の
間
は
隆

舜
と
道
祐
両
人
で
報
恩
院
を
管
領
す
る
こ
と
と
、
報
恩
院
流
の
「
一
揆
」
の
た
め
、
隆

舜
と
道
祐
両
人
一
期
の
後
は
勝
深
に
管
領
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
）
59
（

。
加
え
て
天
皇
は
隆

勝
か
ら
隆
舜
へ
の
付
法
を
承
認
す
る
、
同
日
（
正
中
三
年
三
月
一
七
日
）
付
け
の
綸
旨
）
60
（

も
出
し
て
お
り
、
こ
こ
で
憲
淳
―
隆
勝
―
隆
舜
と
相
承
さ
れ
て
き
た
法
流
に
安
堵
が
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

道
祐
と
の
共
同
管
領
と
は
い
え
、
よ
う
や
く
報
恩
院
と
法
流
の
相
承
を
認
め
ら
れ
た

隆
舜
で
あ
っ
た
が
、
報
恩
院
は
文
観
房
弘
真
に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
て
い
た
上
、
報
恩
院
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醍
醐
寺
報
恩
院
に
お
け
る
法
流
と
院
家
の
相
承

の
聖
教
等
は
、
道
順
の
入
滅
時
に
後
宇
多
院
に
渡
さ
れ
て
い
た
）
61
（

。
さ
ら
に
は
建
武
三
年

（
一
三
三
六
）
七
月
に
は
合
戦
の
た
め
に
報
恩
院
と
釈
迦
院
が
損
壊
し
、
同
年
四
月
に

は
隆
舜
が
隆
勝
か
ら
譲
り
受
け
、
関
東
の
拠
点
と
し
て
い
た
鎌
倉
犬
懸
坊
も
、
北
畠
顕

家
の
軍
に
よ
っ
て
焼
き
払
わ
れ
て
し
ま
う
）
62
（

。
そ
の
よ
う
な
苦
境
に
置
か
れ
た
隆
舜
は
、

北
朝
と
武
家
に
接
近
し
勢
力
の
回
復
を
図
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
隆
舜
は
光
厳
院
院

宣
を
得
て
建
武
三
年
九
月
三
日
に
釈
迦
院
坊
舎
所
領
等
の
知
行
を
、
同
年
九
月
六
日
に

は
同
じ
く
光
厳
院
院
宣
に
よ
っ
て
蓮
蔵
院
と
そ
の
院
領
の
管
領
）
63
（

、
そ
し
て
遂
に
報
恩
院

が
安
堵
さ
れ
、
隆
舜
は
北
朝
か
ら
報
恩
院
と
法
流
双
方
の
相
承
を
承
認
さ
れ
る
に
至
っ

た
）
64
（

。隆
舜
が
幕
府
の
保
護
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
隆
舜
が
室
町
幕
府
の
た
め
の
祈
祷
を

行
っ
て
い
る
点
や
、
隆
舜
管
領
下
の
坊
舎
・
坊
領
に
対
す
る
武
士
の
違
乱
を
停
止
す
る

旨
の
御
判
御
教
書
等
の
存
在
か
ら
も
判
明
し
）
65
（

、
隆
舜
は
鎌
倉
幕
府
か
ら
続
く
武
家
護
持

の
院
家
と
し
て
の
役
割
を
維
持
し
て
い
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
建
武
四
年
、
文
観
房
弘

真
に
よ
っ
て
報
恩
院
の
「
留
守
坊
人
」
が
追
放
さ
れ
た
際
に
、
隆
舜
が
伊
豆
走
湯
山
密

厳
院
に
下
向
し
、
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
に
上
洛
す
る
ま
で
関
東
に
て
活
動
し
て
い

る
）
66
（

こ
と
も
、
武
士
と
の
関
わ
り
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
一
二
月
、
隆
舜
は
賢
俊
の
後
任
と
し
て
東
寺
一
長

者
に
補
任
さ
れ
た
）
67
（

。
こ
の
頃
ま
で
隆
舜
は
北
朝
寄
り
の
立
場
に
あ
り
、
藤
井
氏
は
こ
の

補
任
を
報
恩
院
の
再
興
の
た
め
の
足
掛
か
り
と
み
る
。
し
か
し
正
平
一
統
と
い
う
、
正

平
六
年
（
観
応
二
年
）
一
〇
月
末
か
ら
翌
正
平
七
年
（
観
応
三
年
、
文
和
元
年
）
閏
二

月
に
か
け
て
、
南
朝
が
北
朝
を
廃
し
て
京
都
を
制
圧
す
る
事
態
が
生
じ
る
と
、
隆
舜
は

南
朝
の
重
臣
北
畠
親
房
の
舎
弟
で
あ
る
金
剛
王
院
実
助
を
介
し
て
、
後
村
上
天
皇
か
ら

報
恩
院
・
蓮
蔵
院
・
釈
迦
院
へ
の
安
堵
を
得
よ
う
と
す
る
な
ど
南
朝
に
接
近
し
て
い

く
）
68
（

。
そ
の
結
果
、
隆
舜
は
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
二
月
、
後
村
上
天
皇
綸
旨
に
よ
っ

て
釈
迦
院
の
相
伝
が
安
堵
さ
れ
る
と
と
も
に
祈
祷
を
命
じ
ら
れ
る
）
69
（

が
、
報
恩
院
と
蓮
蔵

院
、
そ
し
て
報
恩
院
流
相
承
の
安
堵
を
得
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
南
朝
か

ら
の
安
堵
を
受
け
て
間
も
な
く
、
正
平
一
統
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。
す
る
と
南
朝
に
接

近
し
た
こ
と
へ
の
制
裁
と
し
て
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）、
報
恩
院
は
三
宝
院
賢
俊
か

ら
闕
所
と
し
て
認
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
）
70
（

。

し
か
し
な
が
ら
北
朝
方
か
ら
の
制
裁
を
察
し
て
か
、
隆
舜
は
賢
俊
か
ら
闕
所
と
し
て

認
定
さ
れ
る
前
年
の
文
和
元
年
一
〇
月
に
報
恩
院
等
を
隆
憲
に
譲
与
し
て
い
た
）
71
（

。
そ
し

て
賢
俊
が
そ
の
譲
与
を
追
認
す
る
形
で
隆
憲
に
報
恩
院
を
安
堵
し
た
こ
と
か
ら
、
隆
舜

は
報
恩
院
流
の
師
資
相
承
を
維
持
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
藤
井
氏

は
賢
俊
の
安
堵
を
受
け
た
こ
と
で
、
三
宝
院
配
下
と
し
て
の
報
恩
院
の
立
場
が
決
定
的

に
な
っ
た
と
す
る
一
方
、
報
恩
院
と
同
時
に
闕
所
と
さ
れ
た
金
剛
王
院
と
理
性
院
に
お

い
て
そ
の
法
流
と
関
わ
り
の
な
い
人
物
が
院
主
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
報
恩
院
は
従
来

の
法
流
を
相
承
す
る
院
主
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
る
。
金
剛
王
院
や
理
性

院
と
は
異
な
り
、
報
恩
院
に
お
い
て
従
来
の
法
流
が
維
持
さ
れ
た
要
因
に
つ
い
て
は
後

に
考
察
す
る
が
、
結
果
的
に
報
恩
院
流
は
、
そ
の
後
も
三
宝
院
流
の
嫡
流
と
し
て
相
承

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
混
迷
を
極
め
た
南
北
朝
の
動
乱
の
中
、
隆
舜
は
そ
の
時
々

の
情
勢
に
応
じ
、
北
朝
・
武
家
方
と
南
朝
方
双
方
の
勢
力
に
依
拠
し
な
が
ら
、
報
恩
院

と
法
流
の
安
堵
を
目
指
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
最
終
的
に
報

恩
院
流
の
正
統
は
隆
勝
―
隆
舜
の
法
流
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
で
は
法
流
の

存
亡
が
か
か
っ
た
時
期
に
な
さ
れ
た
隆
舜
の
処
分
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

最
後
に
隆
舜
と
、
そ
れ
以
降
の
報
恩
院
院
主
の
処
分
を
考
察
す
る
。

第
五
章
　
隆
舜
の
処
分

前
章
で
み
た
通
り
、
隆
舜
が
処
分
を
行
っ
た
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
一
〇
月
は
、

隆
舜
が
南
朝
方
に
接
近
し
て
間
も
な
く
形
勢
が
逆
転
し
、
北
朝
方
が
優
勢
に
立
ち
つ
つ

あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
と
き
隆
舜
が
隆
憲
に
対
し
、
報
恩
院
・
蓮
蔵
院
・
釈
迦
院
・
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盛
琳
院
・
禅
林
寺
浄
土
院
の
院
家
・
所
領
と
本
尊
・
聖
教
・
道
具
等
を
譲
与
し
た
際
の

譲
状
）
72
（

に
つ
い
て
、
以
下
検
討
を
加
え
た
い
。

譲
状
で
ま
ず
隆
舜
は
、
報
恩
院
流
が
「
嫡
々
相
承
」
で
あ
る
こ
と
と
、
法
流
と
院
家

の
相
承
を
安
堵
す
る
勅
書
・
院
宣
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
南
北
朝
の
動
乱

の
中
で
法
流
や
院
家
を
維
持
・
存
続
さ
せ
る
に
は
、
安
堵
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
の

反
映
で
あ
り
、
憲
淳
か
ら
隆
勝
へ
の
譲
与
時
に
安
堵
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ

の
後
の
法
流
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
対
立
時
に
不
利
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
訓
に

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
に
は
寺
院
内
の
相
続
が
、
世
俗
権
力

の
支
持
を
得
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
法
流

の
相
承
と
い
う
、
本
来
は
師
資
間
で
な
さ
れ
て
い
く
べ
き
事
柄
に
ま
で
世
俗
権
力
が
介

入
し
て
い
っ
た
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
事
例
と
も
い
え
る
。

次
に
こ
の
譲
状
の
特
徴
と
し
て
は
、
一
つ
の
譲
状
内
に
、
報
恩
院
と
そ
の
他
の
院
家

と
が
譲
与
対
象
と
し
て
併
記
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。【
表
】
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
そ
れ
以
前
の
院
主
は
報
恩
院
と
そ
の
他
の
院
家
と
の
譲
状
を
分
け
て
作
成
し

て
い
た
。
対
し
て
隆
舜
の
譲
状
に
お
い
て
報
恩
院
と
他
の
院
家
と
が
併
記
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
分
割
相
続
か
ら
単
独
相
続
へ
の
移
行
が
考
え
ら
れ
る
。
憲

深
や
覚
雅
の
処
分
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
院
家
の
相
続
人
が
異
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、

隆
勝
以
降
の
処
分
で
は
、
相
続
人
が
一
人
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
分

割
譲
与
に
お
い
て
は
各
院
家
の
相
続
人
に
宛
て
た
譲
状
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
単

独
相
続
へ
の
移
行
に
伴
い
、
報
恩
院
と
他
の
院
家
と
を
併
記
し
た
譲
状
で
事
足
り
る
よ

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
報
恩
院
に
お
け
る
単
独
相
続
へ
の

移
行
は
、
隆
舜
の
譲
状
中
の
「
相
二

副
彼
譲
状
以
下
一

、
悉
所
レ

譲
二

与
于
隆
憲
禅
師
一

也
」

や
、
後
述
の
隆
舜
置
）
73
（

文
内
の
「
右
本
寺
・
院
家
・
所
領
等
、
不
レ

残
二

一
所
一

、
譲
二

与

隆
憲
禅
師
一

也
」
と
の
文
言
に
も
表
れ
て
い
る
。
な
お
既
に
述
べ
た
通
り
、
隆
勝
は
釈

迦
院
・
勝
俱
胝
院
の
譲
状
と
、
報
恩
院
の
譲
状
を
別
に
作
成
し
て
い
る
）
74
（

が
、
報
恩
院
に

関
す
る
譲
状
中
に
は
「
悉
令
レ

申
二

付
隆
舜
已
講
一

畢
」
と
の
文
言
が
み
ら
れ
る
。
報
恩

院
流
の
相
承
へ
の
安
堵
が
得
ら
れ
な
い
状
況
下
で
の
処
分
と
い
う
特
殊
性
も
あ
り
、
譲

状
を
院
家
ご
と
に
記
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、
相
続
形
態
は
隆
舜
へ
の
単
独
相
続

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
着
目
す
べ
き
は
、
隆
憲
へ
の
譲
与
は
隆
勝
の
素
意
で
あ
っ
た
と
し
な
が
ら

も
、
隆
憲
が
幼
少
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、「
法
流
事
」
は
援
助
す
る
よ
う
経
深
に
言

い
置
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
旨
は
「
置
文
」
に
記
し
た
と
あ
り
、
実
際
に
同
日
（
文

和
元
年
一
〇
月
二
日
）
付
け
の
置
文
）
75
（

が
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
秘
仏
・
秘

曼
荼
羅
・
重
書
・
道
具
等
を
「
嫡
々
相
承
之
重
宝
」
と
し
て
他
見
を
禁
じ
、「
器
量
」
あ

る
者
に
譲
与
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
隆
憲
は
「
依
二

幼
少
一

未
レ

及
二 

授
法
一

」、
法
流
は
経
深
が
扶
持
す
る
よ
う
に
求
め
て
お
り
、「
潅
頂
已
下
宗
大
事
等
、

悉
可
レ

奉
レ

授
レ

之
、
秘
典
等
悉
無
二

散
失
一

可
レ

奉
レ

渡
レ

之
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
関

東
犬
懸
坊
舎
を
経
深
に
申
し
付
け
、
武
家
の
祈
祷
を
行
っ
て
安
堵
を
得
る
よ
う
求
め
て

も
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
事
実
上
法
流
を
相
承
し
た
の
は
隆
憲
で
は
な
く
経
深

と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
年
七
月
四
日
、
隆
舜
の
院
家
等
の
処
分
よ
り
も
先
に
、

経
深
が
広
義
門
院
令
旨
添
状
に
よ
っ
て
法
流
の
相
承
を
安
堵
さ
れ
た
）
76
（

こ
と
も
、
そ
れ
を

裏
付
け
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
点
に
こ
そ
、
隆
舜
の
処
分
の
意
義
が
見
出
せ
る
。
院
家
・
所
領
等
に
つ

い
て
は
、
隆
勝
の
意
思
に
従
い
全
て
隆
憲
に
譲
与
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
法
流
は
全
て

経
深
が
相
承
す
る
と
い
う
、
相
続
に
お
け
る
院
家
と
法
流
の
分
離
が
生
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
憲
深
以
来
、
報
恩
院
と
そ
の
法
流
の
相
承
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
報
恩
院

の
相
続
人
は
付
法
の
嫡
弟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
隆
舜
の
処
分
に
よ
っ

て
、
報
恩
院
の
相
続
人
と
、
法
流
の
相
続
人
が
一
致
し
な
い
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
隆
舜
は
そ
の
よ
う
な
手
段
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
北
朝
方
の
公

卿
四
条
隆
蔭
息
）
77
（

と
い
う
、
隆
憲
の
出
自
が
関
係
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
隆

舜
は
、
北
朝
方
の
四
条
隆
蔭
息
の
隆
憲
を
報
恩
院
の
院
主
と
し
、
北
朝
と
の
関
係
を
重

視
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
時
で
も
南
朝
方
に
接
近
す
る
行
動
を
と
っ
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醍
醐
寺
報
恩
院
に
お
け
る
法
流
と
院
家
の
相
承

た
こ
と
に
対
す
る
北
朝
方
か
ら
の
制
裁
を
免
れ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
結
果
的
に
隆
舜
の
処
分
の
内
容
は
、
先

の
ご
と
く
北
朝
方
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
四
月
二
〇
日
、
隆
憲
は
所
労
を
理
由
に
処
分
を
行
い
、

「
法
流
・
本
尊
・
聖
教
・
道
具
・
院
家
等
」
を
経
深
に
譲
与
し
、
そ
の
翌
日
に
早
世
し

た
）
78
（

。
譲
与
内
容
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
先
の
隆
舜
か
ら
隆
憲
へ
の
譲
与
と
、
経
深

か
ら
隆
源
へ
の
譲
与
）
79
（

と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
報
恩
院
・
蓮
蔵
院
・
釈
迦
院
・
盛
琳
院
・

禅
林
寺
浄
土
院
・
鎌
倉
犬
懸
坊
舎
所
領
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

加
え
て
、
隆
憲
・
経
深
と
も
に
勝
俱
胝
院
を
九
条
経
教
か
ら
安
堵
さ
れ
て
お
り
）
80
（

、
勝
俱

胝
院
も
相
続
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
隆
憲
の
譲
状
）
81
（

中
に
は
詳
細
に
つ
い
て

は
隆
舜
の
遺
状
に
任
せ
、
父
で
あ
る
四
条
隆
蔭
に
毎
時
相
談
す
る
よ
う
に
と
の
記
述
が

あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
報
恩
院
に
と
っ
て
北
朝
と
の
関
係
が

重
要
で
あ
る
こ
と
を
言
い
置
く
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
隆
憲
の
報
恩
院
院
主
と
し
て

の
立
場
が
あ
く
ま
で
名
目
上
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た

め
で
あ
る
）
82
（

。
さ
ら
に
付
法
状
に
つ
い
て
も
、
隆
舜
か
ら
隆
憲
へ
の
も
の
と
、
隆
憲
か
ら

経
深
へ
の
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
先
述
の
よ
う
に
経
深
へ
の
法
流
の
相
承
が
、
隆

舜
の
処
分
以
前
に
広
義
門
院
か
ら
安
堵
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
経
深
が
隆
舜
の
付
法

の
嫡
弟
と
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
に

は
経
深
か
ら
隆
源
へ
付
法
状
が
渡
さ
れ
て
お
り
）
83
（

、
経
深
が
法
流
と
報
恩
院
の
双
方
を
相

承
し
、
処
分
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
経
深
か
ら
隆
源

へ
の
譲
与
に
伴
い
、
再
び
報
恩
院
流
で
は
法
流
と
報
恩
院
と
が
結
び
付
い
て
相
承
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
両
統
迭
立
・
南
北
朝
の
動
乱
期
と
い
っ
た
、
醍
醐
寺
へ
の
世
俗
権
力
か
ら

の
干
渉
が
強
ま
る
時
期
に
お
け
る
、
報
恩
院
の
法
流
と
院
家
の
相
承
過
程
に
検
討
を
加

え
た
。
報
恩
院
で
は
院
家
と
法
流
と
が
一
体
と
な
っ
て
相
承
さ
れ
て
い
た
が
、
後
宇
多

院
の
介
入
を
機
に
報
恩
院
流
は
分
裂
し
、
大
覚
寺
統
と
持
明
院
統
、
朝
廷
と
鎌
倉
幕
府

と
い
う
複
数
の
政
治
的
対
立
を
背
景
に
、
そ
の
相
承
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
憲
淳
か
ら
報
恩
院
と
法
流
と
を
相
承
し
た
隆
勝
以
降
、
隆
舜
、
隆
憲
に
よ

る
処
分
は
こ
う
し
た
動
乱
の
中
で
行
わ
れ
、
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
院
家
と
法
流
の
維

持
・
興
隆
の
た
め
に
世
俗
権
力
の
安
堵
を
得
よ
う
と
奔
走
し
、
護
持
僧
と
し
て
南
北
の

両
朝
廷
や
武
家
と
の
結
び
付
き
の
強
化
を
図
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
結
果
的
に
報

恩
院
流
の
正
統
は
隆
勝
―
隆
舜
の
法
流
に
戻
さ
れ
る
が
、
隆
勝
等
の
処
分
か
ら
は
、
動

乱
の
中
で
法
流
や
院
家
を
維
持
・
存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
世
俗
権
力
に
よ
る
安
堵
の
影

響
力
が
増
し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
し
て
法
流
の
相
承
と
い
う
、
本
来
は
師
資
間
で
な
さ
れ
る
べ
き
事
柄
に
ま
で
世
俗

権
力
の
影
響
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
寺
内
に
お
け
る
院
家
同
士
の
上
下
関
係

は
、
法
流
に
代
わ
っ
て
朝
廷
や
幕
府
と
の
結
び
付
き
の
強
弱
に
よ
っ
て
決
定
付
け
ら
れ

る
様
子
が
詳
ら
か
に
な
っ
た
。
す
る
と
報
恩
院
の
よ
う
に
法
流
の
拠
点
と
な
る
べ
き
院

家
と
、
他
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
の
院
家
と
の
間
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
院
家
同
士
の
役

割
の
差
が
小
さ
く
な
り
、
分
割
相
続
か
ら
単
独
相
続
へ
の
移
行
を
一
層
促
進
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
相
続
形
態
に
そ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
も
な

お
、
報
恩
院
に
お
け
る
院
家
と
法
流
と
の
不
可
分
な
関
係
が
完
全
に
な
く
な
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
世
俗
権
力
に
仕
え
る
護
持
僧
は
勤
修
す
る
法
会
・
祈
祷
の
内
容
に
よ
っ
て

特
定
の
法
流
か
ら
任
じ
ら
れ
た
た
め
、
法
流
に
よ
っ
て
世
俗
権
力
と
の
結
び
付
き
の
強

さ
、
護
持
僧
と
し
て
の
立
場
が
定
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
世
俗

権
力
と
の
結
び
付
き
の
強
さ
に
よ
っ
て
、
醍
醐
寺
に
お
け
る
院
家
同
士
の
上
下
関
係
が

決
定
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、
法
流
は
院
家
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
続
け

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
報
恩
院
の
事
例
に
限
っ
て
考
察
を
加
え
た
が
、
ほ
か
に
も
醍
醐
寺
に
は
三
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宝
院
流
（
三
宝
院
御
流
）
や
理
性
院
流
を
は
じ
め
、
法
流
と
強
く
結
び
付
い
た
院
家
が

多
く
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
院
家
で
な
さ
れ
た
相
続
の
詳
細
を
解
明
し
、
報
恩
院
と
比

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
醍
醐
寺
に
お
け
る
相
続
の
特
質
が
一
層
鮮
明
に
な
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。
追
究
す
べ
き
点
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し

て
こ
こ
で
は
提
示
す
る
に
留
め
た
い
。

註
（
1
）
藤
井
雅
子
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
三
宝
院
門
跡
の
確
立
」（
同
『
中
世
醍
醐
寺
と
真

言
密
教
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
大
田
壮
一
郎
「
室
町
殿
の
宗
教
構
想
と
武
家

析
祷
」（
同
『
室
町
幕
府
の
政
治
と
宗
教
』
塙
書
房
、
二
〇
一
四
年
）、
拙
稿
「
付
法
状

の
役
割
と
作
成
意
義
」（
『
日
本
史
研
究
』
六
七
一
、二
〇
一
八
年
）
等
。

（
２
）
永
村
眞
「
「
院
家
」
と 

「
法
流
」
」（
稲
垣
栄
三
編
『
醍
醐
寺
の
密
教
と
社
会
』
山
喜

房
佛
書
林
、
一
九
九
一
年
）、
拙
稿
「
醍
醐
寺
に
お
け
る
院
家
の
役
割
」（
『
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
八
、二
〇
一
八
年
）。

（
３
）
な
お
第
二
四
・
二
六
代
座
主
成
賢
か
ら
覚
雅
に
至
る
処
分
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
醍

醐
寺
に
お
け
る
院
家
の
役
割
」（
註
２
所
掲
）
に
お
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

（
４
）
永
村
眞
「
「
院
家
」
と 

「
法
流
」
」（
註
２
所
掲
）、
藤
井
雅
子
「
南
北
朝
期
に
お
け
る

三
宝
院
門
跡
の
確
立
」（
註
１
所
掲
）。

（
５
）
関
口
崇
史
「
中
世
寺
院
に
お
け
る
所
職
・
所
領
相
続
に
つ
い
て
」（
『
大
正
大
学
大
学

院
研
究
論
集
』
二
二
、一
九
九
八
年
）。

（
６
）
本
稿
で
は
永
村
眞
氏
の
指
摘
に
倣
い
、「
法
流
」
を
師
資
間
の
付
法
に
よ
っ
て
相
承
さ

れ
る
、
独
自
性
を
有
す
る
法
系
と
、
そ
れ
を
伝
持
す
る
師
資
集
団
、
と
の
語
義
で
用
い

る
こ
と
に
す
る
（
永
村
眞
「
「
院
家
」
と
「
法
流
」
」（
註
２
所
掲
）
）。

（
７
）
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
編
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
上
・
下
、
宝
蔵
館
、
一
九
九
一
年
（
以

下
『
新
要
録
』
と
略
記
）、
巻
第
一
二
「
報
恩
院
篇
」。

（
８
）
院
家
と
房
と
の
区
別
は
、
永
村
眞
「
「
院
家
」
と
「
法
流
」
」（
註
２
所
掲
）
に
よ
る
。

（
９
）『
大
日
本
古
文
書 

醍
醐
寺
文
書
』
六
、
一
二
三
五
号
（
以
下
『
醍
』
⑥
一
二
三
五
の

よ
う
に
略
記
）。

（
10
）『
弘
鎫
口
説
』（
『
続
群
書
類
従
』
二
七
上
）。

（
11
）
付
法
の
嫡
弟
が
い
か
な
る
存
在
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
付
法
状
の
役
割
と
作
成
意

義
」（
註
１
所
掲
）
で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
12
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
三
、
②
三
四
五
。

（
13
）『
醍
』
②
二
九
五
―
八
。

（
14
）『
醍
』
②
二
九
五
―
一
〜
七
。

（
15
）『
醍
』
②
二
九
五
―
八
。
そ
の
後
、
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
一
二
月
二
一
日
の
関

東
御
教
書
（
『
醍
』
②
二
九
五
―
九
）
に
よ
っ
て
覚
雅
に
罪
科
が
無
い
こ
と
と
、
運
雅

に
別
当
職
を
返
付
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

（
16
）『
続
伝
灯
広
録
』（
小
野
方
）
下
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
、
請
求
記
号

二
〇
一
六
―
四
八
三
）
に
よ
る
と
覚
雅
は
平
氏
の
要
請
で
二
階
堂
（
永
福
寺
）
の
院
主

に
就
い
て
お
り
、
こ
こ
に
も
幕
府
と
の
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
る
。

（
17
）『
続
伝
灯
広
録
』（
小
野
方
）
下
（
註
16
所
掲
）。

（
18
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
三
。

（
19
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
四
。
た
だ
し
同
史
料
に
お
い
て
、
静
運
が
存
命
の
と
き
は
「
受

法
事
可
レ

有
二

御
扶
持
一

」
と
あ
る
。

（
20
）『
醍
』
②
三
五
一
―
一
。

（
21
）『
醍
』
②
三
四
二
―
一
〜
四
。

（
22
）『
醍
』
②
三
七
二
。

（
23
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
九
、
⑫
二
五
八
五
等
。

（
24
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
四
。

（
25
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
五
。

（
26
）『
醍
』
②
三
五
四
―
一
。

（
27
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
七
。

（
28
）『
鎌
倉
遺
文
』
二
八
七
七
九
号
。

（
29
）『
醍
』
①
二
五
〇
、
①
二
五
二
―
一
、
②
三
六
一
―
一
。

（
30
）『
醍
』
①
二
五
一
―
二
、
①
二
五
二
―
二
、
②
三
六
一
―
二
。

（
31
）『
醍
』
⑩
二
三
〇
六
。

（
32
）『
醍
』
①
二
五
一
―
三
〜
六
、
①
二
五
二
―
三
〜
六
、
②
三
六
一
―
三
〜
六
。

（
33
）『
醍
』
①
二
五
一
―
六
、
①
二
五
二
―
六
、
②
三
六
一
―
六
、
⑩
二
三
〇
三
。

（
34
）
辻
善
之
助
「
両
統
対
立
の
反
映
と
し
て
の
三
宝
院
流
嫡
庶
の
争
」（
同
『
日
本
仏
教

史
之
研
究
』
三
、
金
港
堂
書
籍
、
一
九
三
一
年
）、
永
村
眞
「
鎌
倉
仏
教
の
展
開
」（
安

田
元
久
編
『
古
文
書
の
語
る
日
本
史
』
三
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
等
。
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醍
醐
寺
報
恩
院
に
お
け
る
法
流
と
院
家
の
相
承

（
35
）『
醍
』
①
二
三
七
―
二
。

（
36
）
五
月
二
六
日
の
譲
状
は
『
醍
』
②
三
〇
六
―
六
、二
九
日
の
譲
状
は
『
醍
』
②
三
〇
六

―
七
。

（
37
）「
私
」
分
と
し
て
隆
勝
に
譲
与
さ
れ
た
重
書
等
に
つ
い
て
は
、
同
日
付
け
の
譲
状
に

記
さ
れ
て
い
る
（
『
醍
』
④
六
四
六
）。

（
38
）『
醍
』
①
二
五
一
―
七
、
①
二
五
二
―
七
、
②
三
六
一
―
七
、
⑥
一
一
〇
三
―
一
。

（
39
）『
醍
』
④
六
四
六
。

（
40
）『
醍
醐
報
恩
院
血
脈
』（
『
続
群
書
類
従
』
二
八
下
）（
以
下
『
血
脈
』
と
略
記
）、『
醍
』

②
三
五
四
―
三
。

（
41
）『
醍
』
⑦
一
三
八
〇
。

（
42
）『
醍
』
①
二
五
一
―
七
、
①
二
五
二
―
七
、
②
三
六
一
―
七
。

（
43
）『
醍
』
①
二
五
一
―
八
、
①
二
五
二
―
八
、
②
三
六
一
―
八
、
⑦
一
三
七
〇
。

（
44
）
本
文
で
触
れ
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、【
表
】
に
あ
る
通
り
憲
淳
は
隆
勝
へ
の
譲

状
と
は
別
に
、
弟
子
の
憲
什
に
宛
て
た
と
み
ら
れ
る
徳
治
三
年
八
月
九
日
付
け
の
譲
状

を
遺
し
て
い
る
（
『
醍
』
⑧
一
九
三
〇
）。
こ
れ
は
角
坊
の
券
契
を
譲
る
と
い
う
内
容
で

あ
り
、
憲
什
の
扶
持
の
た
め
の
譲
与
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
隆
勝
以
外
へ
の
譲
与
が

な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
憲
淳
は
分
割
相
続
を
行
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

報
恩
院
に
お
け
る
相
続
形
態
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
で
考
察
す
る
。

（
45
）『
新
要
録
』
巻
第
一
二
「
報
恩
院
篇
」。

（
46
）『
醍
』
②
三
二
五
等
。

（
47
）『
醍
』
⑦
一
三
八
二
、
⑧
一
七
九
二
―
一
・
二
。

（
48
）『
醍
』
①
二
三
七
―
四
。

（
49
）『
醍
』
①
二
五
六
。
同
史
料
に
よ
る
と
、
隆
勝
は
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
一
〇
月

二
一
日
、
隆
舜
に
鎌
倉
犬
懸
坊
を
譲
与
し
た
と
あ
る
が
、
該
当
す
る
譲
状
は
管
見
の
限

り
見
当
た
ら
な
か
っ
た
た
め
、【
表
】
に
は
記
載
し
な
か
っ
た
。

（
50
）『
醍
』
③
五
八
三
―
一
・
二
、
⑧
一
九
二
九
。

（
51
）『
醍
』
⑫
二
五
八
五
。

（
52
）『
醍
』
⑭
三
一
七
五
―
三
。

（
53
）『
醍
』
①
二
三
七
―
六
、
②
三
五
一
―
五
。
な
お
挙
状
に
対
し
て
は
、
翌
年
（
正
和

四
年
）
五
月
に
北
条
高
時
か
ら
法
流
の
相
承
と
祈
祷
の
こ
と
に
つ
い
て
承
認
す
る
返

状
が
出
さ
れ
て
い
る
（
『
醍
』
①
二
三
七
―
七
）。

（
54
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
八
。

（
55
）『
血
脈
』。

（
56
）
永
村
眞
「
醍
醐
寺
報
恩
院
と
走
湯
山
密
厳
院
」（
『
静
岡
県
史
研
究
』
六
、
一
九
九
〇

年
）、
藤
井
雅
子
「
南
北
朝
の
動
乱
と
醍
醐
寺
」（
永
村
眞
編
『
醍
醐
寺
の
歴
史
と
文
化

財
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
）。

（
57
）
藤
井
雅
子
「
南
北
朝
の
動
乱
と
醍
醐
寺
」（
註
56
所
掲
）。
以
下
、
本
章
に
お
け
る
藤

井
氏
の
指
摘
は
、
全
て
同
論
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
58
）『
醍
』
②
四
七
五
。

（
59
）『
醍
』
⑭
三
一
六
八
。

（
60
）『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
四
三
七
号
。

（
61
）『
新
要
録
』
巻
第
一
二
「
報
恩
院
篇
」、『
醍
』
②
四
四
三
―
一
、
②
四
七
五
。

（
62
）『
醍
』
①
二
五
六
、
⑦
一
三
九
四
。

（
63
）『
醍
』
⑭
三
一
七
五
―
二
・
三
。

（
64
）『
醍
』
⑭
三
一
七
五
―
一
。
同
院
宣
に
お
い
て
、
隆
舜
は
大
智
院
も
安
堵
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
大
智
院
を
め
ぐ
っ
て
も
相
論
が
続
く
こ
と
に
な
る
（
『
醍
』
②
四
五
三
―
一
・

二
、
②
四
六
一
―
一
・
二
、
②
四
七
五
等
）。

（
65
）『
醍
』
②
四
四
八
―
一
〜
六
、
⑧
一
七
九
二
―
五
〜
七
等
。

（
66
）『
醍
』
②
四
四
二
、
⑬
二
九
三
五
。

（
67
）『
新
要
録
』
巻
第
一
二
「
報
恩
院
篇
」。

（
68
）
森
茂
暁
「
観
応
の
擾
乱
」（
同
『
戦
争
の
日
本
史
八 

南
北
朝
の
動
乱
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
七
年
）、『
醍
』
⑥
一
二
四
三
、
⑥
一
二
四
五
、
⑥
一
二
四
八
等
。

（
69
）『
醍
』
⑭
三
一
七
七
―
一
・
二
。

（
70
）『
新
要
録
』
巻
第
一
一
「
金
剛
王
院
篇
」。

（
71
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
九
。
な
お
、
同
譲
状
で
は
北
朝
の
元
号
で
あ
る
「
文
和
」
を
用

い
て
お
り
、
隆
舜
が
再
び
北
朝
寄
り
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
72
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
九
。

（
73
）『
醍
』
②
三
五
一
―
七
。

（
74
）『
醍
』
⑫
二
五
八
五
、
②
三
〇
六
―
八
。

（
75
）『
醍
』
②
三
五
一
―
七
。

（
76
）『
醍
』
②
三
五
一
―
六
。

（
77
）『
華
頂
要
略
』（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
二
、
延
文
四
年
四
月
二
一
日
条
）。
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（
78
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
一
〇
、『
華
頂
要
略
』（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
二
、
延
文

四
年
四
月
二
一
日
条
）。

（
79
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
一
一
。
隆
源
は
こ
の
譲
与
以
前
に
経
深
か
ら
付
法
状
を
授
け
ら

れ
て
お
り
、
経
深
の
付
法
の
嫡
弟
と
し
て
報
恩
院
等
を
相
承
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
80
）『
醍
』
⑥
一
二
三
一
―
四
・
五
。

（
81
）『
醍
』
②
三
〇
六
―
一
〇
。

（
82
）『
新
要
録
』
巻
第
一
二
「
報
恩
院
篇
」
の
「
院
務
次
第
事
」、「
血
脈
事
」
に
お
い
て
も

隆
舜
の
後
は
経
深
と
な
っ
て
お
り
、
隆
憲
の
名
は
み
ら
れ
な
い
。

（
83
）『
醍
』
②
三
五
一
―
八
。


